
最大

申し込み・お問い合わせ先

名古屋市環境局環境企画課 ＳＤＧｓまちづくりの推進担当

住 所 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

電 話 052-972-2293

Eメール a2669@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

※助成対象経費の３分の２まで

・本市の地域まちづくり活動団体はじめ、町内会、自治会等の地域団体
・市内で地域団体等と協働して活動する特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人)
・学校教育法第一条に規定される教育機関、等

以下の要件を全て満たす事業
・市域の環境にかかるSDGs推進に資する事業
・SDGsに掲げる17の目標のうち2つ以上の目標の達成に貢献できる事業
・名古屋市内で実施し、市民のSDGsの意識向上に資する事業
・新規事業または既存の事業に新たな工夫を加えたもの
・複数の主体が参画し、連携して行う事業
・施設の整備や維持管理を主目的としない事業

対象
団体

以下の書類をメール、郵送または持参にてご提出ください。
交付申請書、事業計画書、収支予算書、実施団体概要書

募集
期間

対象
事業

申込
方法

を助成します！

https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000174254.html

令和8年度

詳細は、市公式ウェブサイト
をご覧ください！

地域で実施する
SDGsにつながる
取組みを応援します！

mailto:a2669@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000174254.html


４月２２日 6月12日 7月初旬 2月 3月

備 考内 容費 目

1人あたり5万円を上限

構成団体メンバーへの謝金は対象外
外部講師・外部従事者への謝礼金謝金

使用者、日付、行先、交通手段が明確な

ものに限る

外部講師・外部従事者への旅費、構成団体メンバー

の当該事業の遂行にかかる旅費
旅費

企画・運営など事業の中心部分の委託

は除く

団体では実施が困難な業務（会場設営、デザイン等）

の委託費
委託費

コピー代、写真プリント代、ポスター・パンフレット等

の印刷代

印刷

製本費

会場・施設の冷暖房費を含む会場・施設の使用料、機材・器具借上料、駐車場料金使用料

事業実施に伴う事務の用途に限り、原則

１点が２万円（税込）未満のものに限る

事務用品、書籍購入費、材料費、その他消耗品費に

対する費用
消耗品費

活動上必要となる保険の掛金保険料

郵送費、切手・はがき代通信料

食糧費（会議、イベント等における飲食費

等）は対象外

上記以外で助成事業の実施に必要であると認めら

れるもの（個別に審査）
その他

対象経費

助成金交付までの流れ

助成金の詳細、申請書類等のダウンロードは、名古屋市公式ウェブサイトをご確認ください！

審査のポイント

内容項目

生物多様性・気候変動・資源循環など、環境問題の解決につながる企画であるか
SDGsの複数の目標達成に寄与する内容となっているか

SDGs達成
への寄与

事業内容

独自性があるか、又は既存の取組みに新たな視点が取り入れられているか
独自性
先導性

市民や他団体への波及効果が期待できるか
事業実施後、様々な事業に広がる可能性があるか

目標・効果

次年度以降も事業の継続が期待できるか継続性

経費の積算が妥当か、費用対効果を考慮し、節減努力が見られるか自立性

複数の主体が参画し、SDGs達成に向け協働で取り組む内容となっているか多様性実施体制

①申請 ④事業の実施 ⑤実績報告書等提出 ⑦助成金請求書提出

②審査 ③助成（不）交付決定通知 ⑥助成金額確定 ⑧支払

申請
団体

名古屋市


